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原谷こぶしの里訪問入浴サービス   重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（指定事業者番号：京都市 第２６７０１０１３８１号） 

 

当事業所はご契約者に対して指定訪問入浴介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１．事 業 者 

 （１）法人名    社会福祉法人 七野会 

 （２）法人所在地  京都市北区大北山長谷町５番地３６ 

 （３）電話番号   ０７５－４６６－５０９５ 

 （４）代表者氏名  理事長 井上ひろみ 

 （５）設立年月日  １９８５年７月２４日 

 

２．事業所の概要 

 （１）事業所の種類  指定訪問入浴介護事業所 

           （２０１７年 ４月 １日 指定京都府２６７０１０１３８１号） 

 （２）事業所の目的  事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者が有する能力

に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように、

居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清

潔の保持、心身機能の維持などを図る。 

 （３）事業所の名称  原谷こぶしの里訪問入浴サービス 

（４）事業所の所在地 京都市北区大北山長谷町５番地３６ 

 （５）電話番号    ０７５－４６３－７６６４ 

 （６）管理者     氏名 熊谷 隼也 

（７）事業所の運営方針 

   １事業所は、契約者が要介護状態等となった場合においても、契約者の身体の清潔保

持、心身機能の維持を図るため、居宅における入浴の援助を行うものとする。 

   ２事業所は、契約者の意思及び人格を尊重し、常に契約者の立場に立った介護福祉サ

ービスの提供に努めるものとする。 

   ３事業所は、事業の運営に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視し、関係行政

機関、他の居宅サービス事業所その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供

する事業所との連携に努めるものとする。 

  （８）開設年月日  ２０１７年４月１日（移設） 

（９）通常の事業の実施地域  京都市北区、上京区全域 

中京区の丸太町通以北の地域 

右京区の丸太町通以北・府道２９号以南・国道１６２号線以東の地域 

 （１０）営業日、営業時間    月曜日～金曜日  １３：００～１７：００ 
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３．職員の配置状況 

当事業所では、契約者に対して指定訪問入浴介護サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。 

 ＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を充たしています。 

職  種 常 勤 非常勤 

１. 管理者（兼務） １名  

２. 介護職員（兼務） ５名 ２名 

４. 看護職員（兼務）  １名 ２名 

＜主な職種の勤務体制＞ 

職  種 勤  務  体  制 

１．介  護  職 員 勤務時間： 午前 ８：３０ ～ 午後５：３０ 

２. 看  護  職  員 勤務時間： 午後 １：００ ～ 午後５：００ 

 

４．事業所が提供するサービスと利用料金 

＜サービス実施に関する事項＞ 

 ①訪問入浴介護サービスの実施にあたっては、看護職員１名、介護職員２名がその実施に

あたります。但し、契約者の身体状況が安定していること等から、入浴により身体の状

況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合には、主治医の意見を確認した上で、

看護職員に代えて介護職員が実施にあたることもあります。 

 ②サービス提供に用いる浴槽、備品等の使用に際しては、安全及び清潔の保持に留意し、

サービス提供毎に消毒した物を使用します。 

 ③サービス提供の際には、ご家族の同席を原則といたします。万一やむを得ない事情で同

席できない時は、サービス提供中の緊急時対応を事前に確認しておくと共に、万一病状

の急変などの緊急な事態となった場合には誠意を持って対応します。 

 ＜利用料金＞ 

 当事業所では、契約者に対して以下のサービスについて利用料をお支払い頂きます。 

 

（１）訪問入浴介護を実施した場合の利用料…「サービス利用料金」から「介護保険から

給付される金額」差し引いた額をお支払いください。 

  

9482

4064

3割負担

13546 13546 13546

12192

１、サービス利用料金

２、うち介護保険から給
付される金額

３、サービス利用に係る
自己負担額（１－２）

1割負担 2割負担

1355

10837

2709

（単位：円）

 

 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者の負担額を

変更します。 
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※上記の金額は１日あたりの自己負担額ですが、端数整理の為、月単位では若干の誤差が生

じます。 

※上記の他に提供するサービスの内容によって、以下のように加算されます。これらの加算

についても、９割（８割・7 割）が介護保険から給付されます。 

  契約者が受けるサービスの内容により、以下の自己負担額をお支払い下さい。 

 

  ・初回加算（初回利用時のみ） 

自己負担１割の方 214円 自己負担２割の方 428 円 自己負担 3 割の方 642 円 

 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

1 か月に要した所定単位数×9.4％が加算されます。 

 

・上記の金額は１日あたりの自己負担額ですが、端数整理の為、月単位では若干の誤差

が生じます。 

 

 （２）以下のサービスを行う場合は、介護保険給付とは別に所定の料金をお支払いいた    

   だきます。 

  ・通常の実施範囲を超える地域への交通費     １㎞あたり３０円(税込料金) 

  ・契約者の選定により特別な浴槽水等に係る費用    １回２００円(税込料金) 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

   毎月、１５日頃までに前月分の請求をいたしますので、以下の方法によりお支払いく

ださい。なお、入金確認後、領収書を発行いたします。（継続してご利用の場合、翌月

の請求書の裏面が領収書となる場合があります） 

① 口座からの自動引き落とし 

１.ゆうちょ銀行指定口座からの自動引き落とし 

               毎月２８日（土日祝の場合は翌営業日） 

２.京都銀行指定口座からの自動引き落とし 

               毎月２５日（土日祝の場合は翌営業日） 

３.京都中央信用金庫からの自動引き落とし 

               毎月２５日（土日祝の場合は翌営業日） 

４.京都農業協同組合（ＪＡ京都）からの自動引き落とし 

               毎月２５日（土日祝の場合は翌営業日） 

② 郵便振替で送金  郵便振替口座 「０１０２０－９－８２２８７」 

口座名称   社会福祉法人七野会 

毎月２８日までにお支払いください 

③ 事業所にて直接お支払い 

毎月２８日までにお支払いください 

             

５．利用の中止、変更 

・契約者は、利用予定日の前に、契約者の都合により、訪問入浴介護サービスの利用を

中止または変更することができます。この場合には、契約者はサービス実施日の前日

までに事業者に申し出ることとします。 
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・サービス提供にあたって、体調不良により入浴不可が生じた場合、清拭又は部分浴に

変更させていただく場合があります。 

・サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼働状況により、契約者の希望する

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議し

ます。 

 

６．利用中の医療の提供について 

・サービスの提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他医療を必要とする場合は、

速やかに利用者の主治医と連携し、適切な医療の提供に努めます。また、利用者および

家族の希望により、下記協力医療機関へ連絡し、適切な医療の提供に努めます。（但し、

下記医療機関での優先的な診療を保証するものではありません。また、下記医療機関で

の診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

 

                                                           当法人内医療機関 原谷こぶしの里診療所  

 所在地 京都市北区大北山長谷町５番地３６  電話４６３－４８８８  

 協力医療機関 

所在地 

社団法人 京都保健会   上京診療所 

京都市上京区千本通り上立売上る東側 電話４３２－２１６１ 

 

 ＊尚、医療法に基づき一部負担金が必要です。 

 

７．秘密の保持 

・事業所職員は、サービス提供をする上で知り得た契約者及びその家族に関する秘密を正

当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。 

・事業所職員は、契約者から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、契

約者及びその家族の個人情報を用いません。 

  

８．サービス提供中の事故発生時の対応について 

・サービス提供中に事故等が発生した場合には、別途の「緊急時及び事故対応マニュアル」

に沿って対応いたします。その際に、利用者およびご家族の安全と権利を守るよう努力

すると共に、可能な限り事前に利用者およびご家族の納得、ご了解が得られるようにい

たします。 

・事業所は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由によ

り契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。 

・サービス提供中に事故等が発生した場合には、速やか京都市へ報告いたします。 

 

９．損害賠償について 

・当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は

速やかにその損害を補償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

・ただし、その損害の発生について、利用者に故意または過失が認められる場合には、

利用者の置かれた心身の状況を勘案して相当と認められる場合には、事業者は損害賠

償責任を減じる場合があります。 
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１０．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受付けます。 

苦情受付窓口 

    受付担当者    主任    熊谷 隼也 

    解決責任者    施設長   介山 篤 

    （上記担当者不在の場合は、電話応対した職員が承ります。） 

受付時間 月曜日～土曜日 ８：３０～１７：３０ 

    電話   ０７５－４６３－７６６４ 

    ＦＡＸ  ０７５－２７８－８４８８ 

 

（２）運営法人における苦情処理第三者委員による苦情の受付 

    第三者委員 

小川 栄二（立命館大学元教授） 

     藤松 素子（佛教大学教授） 電話 ０７５－４９１－２１４１（佛教大学） 

                   FAX ０７５－４９３－９０３７（直通） 

     〒６０３－８３０１ 京都市北区紫野北花ノ坊町９６ 佛教大学社会福祉学部 

     原田 眞美（認知症の人と家族の会京都府支部元世話人） 

        電話 ０５０－５３５８－６５７７（認知症の人と家族の会京都府支部） 

        FAX ０７５－２０５－５１０４ 

     〒６０２－８１３２ 京都市上京区晴明町８１１－３ 岡部ビル２階 

認知症の人と家族の会京都府支部           

                 

（３）当事業所以外に、各居宅介護支援事業所・各行政区の介護保険課・国民健康保     

険団体連合会等でも苦情を受付けています。 

  京都市北区保健福祉センター健康長寿推進課 

電話 ０７５―４３２－１３６４ 

     京都市上京区保健福祉センター健康長寿推進課 

電話 ０７５―４４１－５１０６ 

     京都市中京区保健福祉センター健康長寿推進課 

電話 ０７５―８１２－２５６６ 

     京都市右京区保健福祉センター健康長寿推進課 

電話 ０７５―８６１－１４１６ 

京都府国民健康保険団体連合会 

電話 ０７５―３５４－９０９０ 

    京都府社会福祉協議会内（京都府福祉サービス運営適正化委員会） 

                       電話 ０７５－２５２－２１５２ 

 

１１．第三者評価の実施状況 実施 無 
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 指定訪問入浴介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い交

付しました。 

 

              原谷こぶしの里訪問入浴サービス 

 

              説明者   氏 名：                印 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、訪問入浴介護サービスの提供

開始、利用料の徴収について同意し受領しました。 

また、サービス担当者会議等において利用者および家族の必要な個人情報の提供について

も同意いたしました。 

 

 

説明、同意、公布日   令和   年   月   日 

 

              利用者   氏 名：                印 

 

              署名代行者 氏 名：                印 

                      （利用者との関係：      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


